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学校再編地域協議会中間まとめ 

Ⅰ 地域協議会意見 

１ 行政案の是非について 
地域協議会まとめ 

八景中と上野台中の課題を解決するために、基本的には「八景中と上野台中を統合し、八景中

校区内に新設すること（行政案）」に賛成する。ただし、「２統合にあたって留意すべき事項」を

最大限尊重すること。 

上野台中部会の意見 八景中部会の意見 

八景中と上野台中の課題を解決するために、基本 

的には「八景中と上野台中を統合し、八景中校区 

内に新設すること（行政案）」に、条件付きで概 

ね賛成する。 

 

＊協議の経過の中で、志手原小保護者委員から「『③ 

行政案に反対。新たな枠組みでの協議を希望』に 

賛成であるが、部会として行政案に賛成するとい 

う決定に従い、統合に向けて検討を行う。」、高平 

小保護者委員から「『①基本的には行政案に賛成』 

または『②行政案に反対。松が丘小・三輪小を上 

野台中校区に』のどちらかと考えているが、②に 

ついて松が丘・三輪の人がどう思われているのか 

を聞きたい」という意見があった。 

⇒協議会において、委員のみなさんのご意見をお聞

きしたいと考えていますので、よろしくお願いし

ます。 

八景中と上野台中の課題を解決するために、基本 

的には「八景中と上野台中を統合し、八景中校区 

内に新設すること（行政案）」に賛成する。 

 

 

２ 統合にあたって留意すべき事項  

①新設校の場所に関すること 

地域協議会まとめ 

①上野台中と八景中の中間付近で、八景中の生徒が徒歩または自転車で通学できる場所であるこ

と。 

②徒歩・自転車・バスのいずれの方法でも生徒が安心して通学できる場所であること。 

上野台中部会の意見 八景中部会の意見 

・上野台中と八景中の直線距離上の中間付近で、出

来るだけ上野台中に近い場所を希望。 

・生徒が安心して通学できる場所であること。 

・八景中の生徒が徒歩または自転車で通学できる場

所であること。 
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②通学手段および通学の安全確保に関すること 

地域協議会まとめ 

①学校の教育活動に十分配慮して、学校の時程に沿った路線バスの確保またはスクールバスの運

行に努めること。 

②上野台校区については、バス通学（路線バス、スクールバス）を基本とし、現在の遠距離通学

補助基準（４ｋｍ以上）を柔軟に運用すること。 

③徒歩や自転車通学の生徒が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に努めること。 

上野台中部会の意見 八景中部会の意見 

・学校の教育活動に十分配慮して、学校の時程に沿

った路線バスの確保またはスクールバスを運行す

ること。 

・バス通学（路線バス、スクールバス）を基本とし、

現在の遠距離通学補助基準（４ｋｍ以上）を柔軟

に運用すること。 

・スクールバスを運行した場合、路線バスの減便・

廃止にならないようにすること。 

・徒歩や自転車通学が生じる場合は、その安全確保

に努めること。 

・通学路の安全整備を図ること。 

 

【補足意見】 

・上野台中の生徒については、教育活動に支障が出

ないよう路線バスまたはスクールバスを運行す

ること。 

 

 

③統合までの子どもへの支援に関すること 

地域協議会まとめ 

①統合までの間、小規模校である上野台中の生徒への十分な支援（路線バスダイヤの確保、教職

員の配置、合同部活動等）を行うこと。 

②スムーズな統合となるようにできる限り盛んな学校間の交流を行うこと。 

上野台中部会の意見 八景中部会の意見 

・統合までの間、小規模校である上野台中の生徒へ

の十分な支援（路線バスダイヤの確保、教職員の

配置、合同部活動等）を行うこと。 

・スムーズな統合となるようにできる限り盛んな学

校間の交流を行うこと。 

・統合まで、一時的に松が丘・三輪の生徒が上野台

中に通学することを希望。 

⇒協議会において、委員のみなさんのご意見をお聞

きしたいと考えていますので、よろしくお願いし

ます。 
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３ 統合決定後に協議すべき事項 

「再編準備会（仮）」を開催し改めて協議するが、その主な項目は以下の通り。 

  ①めざす学校像に関すること 

②子どもの心のケアに関すること 

③具体的な通学手段および通学の安全確保に関すること 

④地域への影響に関すること 

⑤学校跡地の活用に関すること 

⑥少人数学級やICT化など今後の状況変化への対応に関すること 

 

Ⅱ 今後の進め方(予定) 

時期（予定） 実  施  事  項 

Ｒ３年●月 第４回地域協議会 

 ＊第3 回地域協議会の状況により、必要あれば開催する。 

Ｒ３年●月 地域協議会中間まとめについての説明会を開催 

・対象校区で、保護者・地域住民を対象に実施。ただし、各組織から個別説 

明の依頼があれば対応する。 

Ｒ３年●月 地域協議会中間まとめについてのアンケートを実施 

・対象校区の保護者・地域住民を対象に実施。 

Ｒ３年●月 第●回地域協議会を開催 

・説明会、アンケート結果を参考に、地域協議会の最終まとめを行う 

                            

 

①地域協議会の最終まとめを受けて、行政として統合について最終判断する 

②「再編準備会（仮称）」を立ち上げ、統合に関連する具体的事項について協議する 

 

 


